
 

 

第 １１ 回  桐生市農業委員会議事録 

 

開会日時 令和６年４月２６日（金）   午後 ３時 ００分 

閉会日時 同    上      午後 ４時 ０１分 

開催場所 桐生市市民文化会館 スカイホールＢ（４階） 

出席委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４名 

農業委員 

 １番 冨 田 正次郎  ２番 杉 戸 惠 司  ３番  山 形 啓 子 

４番 川 口 賢 一  ５番  山 形 ちづ代  ６番 井 田 秋 雄 

７番 星 野 重 彦  ８番 山 形 栄 子  ９番 坂 本 久 美 子 

１０番  星 野 昭 彦 １１番 中 島   篤 １２番 渡 辺 隆 司 

１３番 矢 内 鉄 男 １４番 今 泉 芳 雄   

農地利用最適化推進委員 

１番 金 子 博 一    ２番 荻 原 完 一  ３番 武   幸 一 

４番 木 村    聡  ５番 大 澤   隆    

７番 高 沢 良 満  ８番 丹 羽 康 博  ９番 中 村 耕 一 郎 

１０番 齊 藤 克 代  １１番 深 澤 憲 司  

[遅刻委員] 

[中座委員] 

[早退委員]  

欠席委員    ６番 小 菅 雄 一 郎 １２番 太 田 亮 一 

  

 

議事参与 

 

５ 名 

事務局長  新井 八寿代     主 査   鳥井 貴史 

  次 長   山藤 健二 

  係 長   石原 幸枝 

  主 査   登坂 良男 

議  事 日程第１ 議事録署名委員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第４０号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

                         委員会処分  ４件 

          第４１号議案  農地法第４条の規定による許可申請について 

             委員会処分  ２件 

          第４２号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

             委員会処分  ４件 

日程第４ 第４３号議案  農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定に 

            よる諮問について     委員会処分  ３件 

日程第５ 第４４号議案  令和６年度最適化活動の目標の設定等について 

日程第６ 第４５号議案  農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

日程第７ 報告第19号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第20号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
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事 務 局 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

議  長 

 

７番農業委員 

議  長 

７番農業委員 

 

 

 

開  会    午後 ３ 時 ００ 分 

 

ただ今から第１１回桐生市農業委員会を開会いたします。 

ただ今の出席委員は農業委員１４名、推進委員１０名であり、定足数に達し

ておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第２６条第３項の規程に基づき、８番山形栄子

委員及び９番坂本委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には事務局職員の鳥井主査を指名いたします。 

 

日程第２「会期決定の件」を議題といたします。 

お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定をいたしました。 

 

日程第３ 第４０号議案「農地法第３条の規定による許可申請」について、委

員会処分が４件ございます。 

以上を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書より順次・申請地詳細・契約内容・事由を朗読） 

受付番号１番から４番につきましては、別添調査書にありますとおり、農地

法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考え

ます。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、この件について４月２４日に現地調査を実施しておりますの

で、現地調査の結果について、現地調査委員のご報告をお願いいたします。 

 はい。議長。 

 はい。７番星野昭彦委員。 

 ７番星野でございます。今月２４日に、１１番深澤推進委員と事務局３名で

現地調査に行ってまいりました。報告いたします。まず受付番号１番と２番に

つきましては関連がありますので一緒に説明したいと思います。地図をご覧く

ださい。場所はぐんま昆虫の森の北西にあたります。現地ですが、見てすぐに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

６番農業委員 

議  長 

６番農業委員 

 

議  長 

事 務 局 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊休地だなと分かるぐらいの農地でありました。半分以上竹が生えておりまし

て、しばらく耕作されてなかったのではないかというような場所です。譲受人

は同じ方で、譲渡人はおそらく兄弟で、相続で受け継いだのではないかと思わ

れますが、遊休地化を防ぐためにこのような契約をしたのではないかと思い見

てまいりました。現地は道や宅地よりも低い場所で、農地として使いにくい場

所だと思いました。受付番号３番について、裏の地図をご覧ください。現地は

段々となっており、大変きれいに耕作されておりました。この農地は是非残し

てもらいたいと思いました。続いて受付番号４番の案件ですが、裏の地図にあ

りますように、牛舎の跡地に隣接する畑でして、譲受人の方と譲渡人の方の所

有する農地が隣り合っていて、今回贈与ということで、今後も耕作を継続して

いってもらえればと思い見てまいりました。以上です。 

以上、事務局並びに現地調査委員より説明がございました。 

また、地区担当委員で補足説明がございましたら、お願いします。 

ないようですので、これより質疑に移ります。 

ご質問はありませんか。 

はい。 

はい。６番井田委員。 

６番井田です。受付番号１番と２番について、営農型を計画しているという

ことですけれども、作物は何を作付けするか教えてください。 

はい。事務局。 

ブルーベリーを栽培する予定とのことです。 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

第４０号議案「農地法第３条の規定による許可申請」について、委員会処分

が４件ございますが、本件を許可相当として承認することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

 よって、第４０号議案は許可相当として承認されました。 

 

続きまして、日程第３ 第４１号議案「農地法第４条の規定による許可申請」

について、委員会処分が２件ございます。 



 

 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議  長 

 

７番農業委員 

議  長 

７番農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

議  長 

以上を議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書より順次・申請地詳細・契約内容・事由を朗読） 

受付番号１番の立地基準につきましては、市街地化が見込まれる区域内であ

りますので、第２種農地と判断します。 

受付番号２番の立地基準につきましては、生産性は低い農地で、小集団の農

地の区域内でありますので、第２種農地と判断します。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、この件について４月２４日に現地調査を実施しておりますの

で、現地調査の結果について、現地調査委員のご報告をお願いいたします。 

はい。 

 はい。７番星野昭彦委員。 

 ７番星野でございます。引き続き説明いたします。まず受付番号１番の案件

ですが、裏の地図をご覧ください。場所は黒保根支所と黒保根保育園の東隣に

ある狭い土地のなかの一角になります。現在ある建物はしっかりしております

が、かなり古く、倉庫として昔使っていたというような感じのものでした。あ

とは事由のとおりで、始末書も添付されております。続きまして受付番号２

番、黒保根町上田沢の地区で、場所は黒保根支所から北へずっと上っていった

ところで、申請者は高齢なんですが、現地を見る限りかなり以前から山林の様

相を呈していて、我々が見ても農地の面影が見受けられないほど一瞬で山だと

分かるような状況でございました。ここにあるとおり、始末書が添付されてお

り、今後山林として管理していくとのことでございます。ご審議のほど、お願

いします。以上です。 

以上、事務局並びに現地調査委員より説明がございました。 

また、地区担当委員で補足説明がございましたら、お願いします。 

ないようですので、これより質疑に移ります。 

ご質問はありませんか。 

 では私から、ここはこれまで近隣から困っているといったような苦情もなく

て転用しても近隣の農地の耕作には問題ないというような土地でしょうか。 

 はい。 

 はい。事務局。 

 地図を見ていただきますと、申請地の隣に申請者の家がありますが、その家

の南側が申請者所有の農地となっておりますが、先日現地調査の下見に行った

際に親族と思われる方が管理をしておりましたので問題ないかと思われます。

以上です。 

 はい。分かりました。他にございますか。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

議  長 
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議  長 

 

11番推進委員 

議  長 

（なしの声） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

第４１号議案「農地法第４条の規定による許可申請」について、委員会処分

が２件ございますが、本件を許可相当として承認することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

 よって、第４１号議案は許可相当として承認されました。 

 

日程第３ 第４２号議案「農地法第５条の規定による許可申請」について、委

員会処分が４件ございます。 

以上を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書より順次・申請地詳細・契約内容・事由を朗読） 

受付番号１番の立地基準につきましては、生産性は低い農地で、小集団の農

地の区域内でありますので、第２種農地と判断します。 

受付番号２番の立地基準につきましては、集団的に存在する農地であるた

め、第１種農地と判断しますが、隣接する工場用地と一体利用するものであ

り、基準を満たしていると考えます。 

受付番号３番、４番の立地基準につきましては、市街地化が見込まれる区域

内でありますので、第２種農地と判断します。 

用地選定については、より適した代替地を探すのは困難と思われますので、

基準を満たしていると考えます。 

次に、一般基準についてですが、いずれも全ての基準を満たしていると考え

ます。 

以上受付番号１番から４番まで農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、この件について４月２４日に現地調査を実施しておりますの

で、現地調査の結果について、現地調査委員のご報告をお願いいたします。 

 はい。 

 はい。１１番深澤推進委員。 



11番推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

８番推進委員 

議  長 

８番推進委員 

 

 

議  長 

事 務 局 

 

 

８番推進委員 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

 

議  長 

事 務 局 

 

13番農業委員 

 １１番推進委員深澤でございます。４月２４日に７番星野昭彦委員と事務局

３名とで、現地調査をしてまいりましたので、ご報告させていただいます。ま

ず受付番号１番ですが、場所は新里の赤城カントリーの西側にあたります。こ

こは元々田んぼであったのだろうと思われる場所ですが、ここ数年耕作はされ

ていないというような状況でございました。また周囲への影響はそれほどない

だろうと考えられますので問題はないかなと思います。受付番号２番になりま

すが、新里町山上の譲受人が営んでいる会社の南側の駐車場の一角となりま

す。ここはこれまでに駐車場として使用していたようで、始末書も提出されて

おりますので、何ら問題はないかなと思います。次に受付番号３番ですが、場

所は新里駅の南側に位置しまして、譲受人と譲渡人がお互いに土地を交換する

ということなので問題はないかなと思います。受付番号４番ですが、ここも新

里駅の南側に位置しており、住宅地の中にございまして、周りも家が建ってい

るというような状況ですので、問題はないかなと感じられました。以上です。 

以上、事務局並びに現地調査委員より説明がございました。 

また、地区担当委員で補足説明がございましたら、お願いします。 

ないようですので、これより質疑に移ります。 

ご質問はありませんか。 

はい。 

はい。８番丹羽推進委員。 

８番推進委員丹羽です。受付番号１番のところですが、先ほどの説明では周

辺農地への影響はないとのことでしたが、用排水路の影響はないのでしょう

か。 

はい。事務局。 

 雨水の排水の件ですが、申請地南に遊水池を設置する予定となっておりま

す。また申請地の周辺に設定人所有の用水路が流れておりまして、そこで対応

をしていくとのことです。以上です。 

 分かりました。 

 ちょっとよろしいでしょうか。今ここに出ている申請地に遊水池を設置する

とのことですが、それがどこに設置されて、どのくらいの能力を持つものなの

か分かりますか。 

 はい。 

 はい。事務局。 

 遊水池の大きさですが、横が１８．８ｍ、縦が７．０ｍで、深さに関しまし

ては１．５ｍとなっております。 

 設置場所はこの地図のどのあたりになりますか。 

 設置場所は３つある申請地のうち真ん中の土地の南側に予定しておりまし

て、下の土地が長く下に伸びておりますがその真ん中あたりに位置します。 

 はい。 



議  長 

13番農業委員 

 

事 務 局 

13番農業委員 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

事 務 局 
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事 務 局 

 

 

 

 

議  長 

８番推進委員 

議  長 

８番推進委員 

 

 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

８番推進委員 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。１３番矢内委員。 

 １３番矢内です。申請地全体が南に行くにつれて細くなっておりますが、そ

の細くなる手前の南側ということでしょうか。 

 その通りです。 

 そうすると細くなっている土地の方は高さが低くなっているのではないです

か。 

 現地ですが、主に北側に太陽光のパネルを設置する計画で、そこからの雨水

に対応するために南側に遊水池を設置する予定とのことです。 

 では事務局としては発生した雨水が周囲に影響を及ぼさないという判断をし

ているということでよろしいですか。 

 はい。 

 すみません、補足をいいですか。 

 はい。 

 今回の申請地につきましては、南側が低く、北側が高い状態です。地形が高

い方から段々となっておりまして、遊水池を設置する場所は一番低いところに

あたりますので、そこから水勾配をかければ入るはずです。基本的には敷地内

の雨水排水はその敷地内で処理し、他で排水するということは考えられないの

で遊水池の中で処理をするということになります。以上です。 

 はい。ほかにございますか。 

 はい。 

はい。８番丹羽推進委員。 

８番推進委員丹羽です。先ほど遊水池の説明がありましたが、太陽光で転用

するとなると開発行為の関係で排水量計算に基づいて遊水池の大きさを決める

など、そちらの方で指摘が入るのでしょうか。 

はい。事務局。 

太陽光発電の設置について、建築指導課の開発の関係につきましては農業委

員会へ許可申請をする前に協議をしてもらうことになります。基本的に他の法

令で許可等が必要なものについては全て基準を満たしたもの時点で申請をして

もらうことになります。 

はい。分かりました。 

はい。ほかに。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

第４２号議案「農地法第５条の規定による許可申請」について、委員会処分

が４件ございますが、本件を許可相当として承認することに、賛成の委員の挙
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議  長 
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議  長 

 

11番推進委員 

議  長 

11番推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

議  長 

手を求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

 よって、第４２号議案は許可相当として承認されました。 

 

日程第４ 第４３号議案「農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定による諮

問について」、委員会処分が３件ございます。 

以上を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書より順次・申請地詳細・契約内容・事由を朗読） 

 以上、利用権設定総括表１番から３番について、農業経営基盤強化促進法附

則第５条の各要件を満たしていると考えます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、この件について４月２４日に現地調査を実施しておりますの

で、現地調査の結果について、現地調査委員のご報告をお願いいたします。 

はい。 

 はい。１１番深澤推進委員。 

１１番推進委員深澤です。現地調査の結果を報告いたします。この３件とも

同じ人が借り手となっておりますのでまとめて報告させていただきます。場所

は１番と２番が伊勢崎・大間々線のアーバンオートボディの東側になります。

３番に関しましては笠懸町との境目で、セブンイレブンみどり笠懸西鹿田店の

西側になります。申請者は農業法人で働いていて、実績を積み、今後耕作する

にあたって働いていた農業法人から支援を受けながら耕作をしていくというこ

となので問題ないと思います。農地はきちんと管理されておりましたので問題

ないと思います。以上です。 

以上、事務局並びに現地調査委員より説明がございました。 

また、地区担当委員で補足説明がございましたら、お願いします。 

これより質疑に移ります。 

ご質問はありませんか。 

じゃあ私から。借り手の年齢を教えてもらえますか。 

 はい。 

 はい。事務局。 

 借り手の年齢は４０代後半です。以上です。 

 ほかにございますか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議  長 

 

５番推進委員 

議  長 

５番推進委員 

 

 

 

議  長 

事 務 局 

 

５番推進委員 

議  長 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

第４３号議案「農業経営基盤強化促進法附則第５条の規定による諮問につい

て」、３件ございますが、本件を許可相当として承認することに、賛成の委員

の挙手を求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

 よって、第４３号議案は許可相当として承認されました。 

 

日程第５ 第４４号議案「令和６年度農業委員会の最適化活動の目標の設定等

について」を議題といたします。   

事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書を朗読） 

 目標の数値につきましては、各項目の下文の米印が根拠となっております。 

 その他不明な点がございましたら、個別に農業委員会事務局まで問い合わせ

をお願いします。 

 以上、令和６年度農業委員会の最適化活動の目標の設定等について、ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

はい。 

はい。５番大澤推進委員。 

 ５番推進委員大澤です。（１）農業委員会の状況内の２番の農家・農地等の

概要の総農家数と農業経営体数につきまして、直近の農林業センサス又は農業

構造動態調査に基づいて記入とありますが、この数はこの管内の数値ですよ

ね。 

 はい。事務局。 

 これは桐生市の中での最適化活動の目標を設定しておりますので、桐生市の

数値となっております。 

ありがとうございます。 

ここに示されている数値は桐生市の実数が入っているということでご理解く
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ださい。ほかにありますか。 

 

（なしの声） 

 

 もし何か不明な点がありましたら後日事務局へ問い合わせてもらえればと思

います。 

それでは、これより採決いたします。 

第４４号議案「令和６年度農業委員会の最適化活動の目標の設定等につい

て」、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

よって、第４４号議案の案件については承認されました。 

 

 日程第６ 議案第４５号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針につい

て」を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい、事務局。 

（議案書を朗読） 

この指針につきましては、桐生市農業委員会が、農地等の利用の最適化の推

進を図る上での、３年後の目標を指針として策定するものでございます。 

前回は、令和５年３月の現状に対し、３年後の令和８年３月の目標を策定い

たしました。 

指針の内容につきましては、資料のとおりとなります。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

ただ今、事務局より説明がありましたが、これより質疑に移ります。何かご

質問はありませんか。 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第４５号「農地等の利用の最適化の推進に関

する指針について」、原案どおり決定することについて、賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

（ 賛成者 挙手 ） 

 

挙手全員でございます。 

 よって、異議なしと認め、原案のとおり決定します。 
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議  長 

 

日程第７ 報告第１９号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出」につ

いて、事務局より説明願います。 

 はい。議長。 

 はい。事務局。 

報告第１９号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出」については１

件ございました。 

いずれも内容については記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、書類を受理

いたしました。 

以上でございます。 

以上、事務局からの説明がありましたが、ただ今の報告第１９号について発

言のある方は挙手をお願いします。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、 続きまして、報告第２０号「農地法第５条第１項第６

号の規定による届出」について、事務局より説明願います。 

はい。議長。 

はい。事務局。 

報告第２０号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出」については６

件ございました。 

いずれも内容については記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、書類を受理

いたしました。 

 以上でございます。 

以上、事務局からの説明がありましたが、ただ今の報告第２０号について発

言のある方は挙手をお願いします。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、これをもって報告を終結いたします。 

 

 

以上で本日の議題及び報告はすべて終了いたしました。 

 

 

これをもちまして、本日の会議を終了いたします。  



 

 

       閉  会    午後４時０１分 

 

 

以上、会議の顛末を録し、その相違のないことを証するため署名捺印する。 

 

会  長              

----------------------------------- 

８  番                    

                   ----------------------------------- 

                  ９  番                     

----------------------------------- 

 

 


